
 

福 岡 県 警 察 本 部 （〒812-8576）福岡市博多区東公園７番７号 

名  称 位  置 管  轄  区  域 

中央
ちゅうおう

警察署 
(〒810-0001) 

福岡市中央区天神一丁

目３番33号 

福岡市中央区の内 博多臨港警察署の管轄区域を除く区域 

博多
はかた

警察署 
(〒812-0011) 

福岡市博多区博多駅前

二丁目８番24号 

福岡市博多区の内 博多臨港警察署及び福岡空港警察署の管轄区域

を除く区域 

東
ひがし

警察署 
(〒812-0053) 

福岡市東区箱崎七丁目

８番２号 

福岡市東区の内 博多臨港警察署の管轄区域を除く区域 

南
みなみ

警察署 
(〒815-0032) 

福岡市南区塩原二丁目

３番１ 号 

福岡市南区 

早良
さ わ ら

警察署 
(〒814-0006) 

福岡市早良区百道一丁

目５番15号 

福岡市城南区 

福岡市早良区 

西
にし

警察署 
(〒819-0164) 

福岡市西区今宿町 106

番地１  

福岡市西区 

粕屋
かすや

警察署 
(〒811-2301) 

糟屋郡粕屋町大字上大

隈147番地１  

古賀市 

糟屋郡 宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋

町 

筑紫
ち く し

野
の

警察署 
(〒818-0041) 

筑紫野市上古賀一丁目

1番1号 

筑紫野市 

春日市 

大野城市 

太宰府市 

筑紫郡 那珂川町 

糸島
いとしま

警察署 

 

(〒819-1116)  

糸島市前原中央一丁目

６番１ 号 

糸島市 

宗像
むなかた

警察署 
(〒811-3436) 

宗像市東郷一丁目２番

２号 

宗像市 

福津市 

朝倉
あさくら

警察署 
(〒838-0068) 

朝倉市甘木225番地１  

朝倉市 

朝倉郡 筑前町、東峰村 

博多
はかた

臨港
りんこう

警察署 
(〒812-0032) 

福岡市博多区石城町９

番18号 

陸上 

福岡市東区の内 箱崎ふ頭１丁目（福岡高速１号線高架下の福岡市港湾局の管理
に係る道路以南、市道箱崎ふ頭 727 号線以南及び市道香椎箱崎浜線以南の区域を除

く）、同４～６丁目、東浜１ 丁目（福岡高速１ 号線高架下の福岡市港湾局の管理に係

る道路以南及び同高架下の福岡北九州高速道路公社の管理地以南の区域を除く）、同

２丁目（福岡高速１ 号線高架下の福岡市港湾局の管理に係る道路を除く） 

福岡市博多区の内 千代６丁目（福岡高速１ 号線高架下の福岡北九州高速道路
公社の管理地以南の区域を除く）、沖浜町、石城町（1・3～7・20・21 番を除く）、築

港本町（1・3～5番を除く） 

福岡市中央区の内 荒津１ 丁目、同２丁目（2・3番）、長浜３丁目、那の津１ 丁
目（1～3番を除く）、同２～５丁目、港１ 丁目（1～5・8～10番を除く）、同２丁目（2・

3番、博多漁港の岸壁）、同３丁目（2・3番、博多漁港の岸壁） 

海上 
港則法施行令別表第１ に規定する博多港の区域 



 

福岡
ふくおか

空港
くうこう

警察署 
(〒812-0003) 

福岡市博多区大字下臼

井782番地1 

福岡市博多区の内 福岡空港の区域 

小倉
こ く ら

北
きた

警察署 
(〒803-8567) 

北九州市小倉北区大門

一丁目６番１ ９号 

北九州市小倉北区 

小倉
こ く ら

南
みなみ

警察署 
(〒802-0816) 

北九州市小倉南区若園

五丁目１ 番６号 

北九州市小倉南区 

京都郡の内 苅田町（空港南町（県道新北九州航空線を除く）） 

八幡
やはた

東
ひがし

警察署 
(〒805-0053) 

北九州市八幡東区大谷

一丁目１ 番１ 号 

北九州市八幡東区 

八幡西
やはたにし

警察署 
(〒806-0037) 

北九州市八幡西区東王

子町２番１ 号 

北九州市八幡西区の内 折尾警察署の管轄地域を除く区域 

折尾
お り お

警察署 
(〒807-0824) 

北九州市八幡西区光明

一丁目６番６号 

北九州市八幡西区の内 浅川１ ・２丁目、浅川学園台１ ～４丁目、浅川台１ ～
３丁目、浅川日の峯１ ～４丁目、大浦１ ～３丁目、御開１ ～５丁目、折尾１ ～５丁

目、楠木１ ・２丁目、光明１ ・２丁目、さつき台１ ・２丁目、松寿山１ ～３丁目、

陣原１ ～５丁目、瀬板１・２丁目、大膳１・２丁目、千代ケ崎１ ～３丁目、東筑１ ・

２丁目、友田１ ～３丁目、中須１ ・２丁目、則松１ ～７丁目、日吉台１ ～３丁目、

藤原１ ～４丁目、本城１ ～５丁目、本城学研台１ ・２丁目、本城東１ ～６丁目、三

ツ頭１ ・２丁目、光貞台１ ～３丁目、浅川町、医生ケ丘、北鷹見町、貴船台、自由

ケ丘、星和町、洞北町、長崎町、西折尾町、東折尾町、堀川町、丸尾町、南鷹見町、

美吉野町、夕原町、力丸町、大字浅川、大字永犬丸（市道永犬丸森下１ 号線、金山

川及び大字則松との境界線で囲まれた区域）、大字小敷、大字陣原、大字則松（市道

永犬丸森下１ 号線以南の区域を除く）、大字本城 

中間市 

遠賀郡 芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 

  平成２２年６月１日より 

北九州市八幡西区の内 浅川１ ・２丁目、浅川学園台１ ～４丁目、浅川台１ ～

３丁目、浅川日の峯１ ～４丁目、大浦１ ～３丁目、御開１ ～５丁目、折尾１ ～５丁

目、楠木１ ・２丁目、光明１ ・２丁目、さつき台１ ・２丁目、松寿山１ ～３丁目、

陣原１ ～５丁目、瀬板１・２丁目、大膳１・２丁目、千代ケ崎１ ～３丁目、東筑１ ・

２丁目、友田１ ～３丁目、中須１ ・２丁目、則松１ ～７丁目、日吉台１ ～３丁目、

藤原１ ～４丁目、本城１ ～５丁目、本城学研台１ ～３丁目、本城東１ ～６丁目、三

ツ頭１ ・２丁目、光貞台１ ～３丁目、浅川町、医生ケ丘、北鷹見町、貴船台、自由

ケ丘、星和町、洞北町、長崎町、西折尾町、東折尾町、堀川町、丸尾町、南鷹見町、

美吉野町、夕原町、力丸町、大字浅川、大字永犬丸（市道永犬丸森下１ 号線、金山

川及び大字則松との境界線で囲まれた区域）、大字小敷、大字陣原、大字則松（市道

永犬丸森下１ 号線以南の区域を除く）、大字本城 

中間市 

遠賀郡 芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 

若松
わかまつ

警察署 
(〒808-0065) 

北九州市若松区大字藤

木267番地13 

北九州市若松区 

戸畑
とばた

警察署 
(〒804-0067) 

北九州市戸畑区汐井町

２番１ 号 

北九州市戸畑区 

門司
も じ

警察署 
(〒801-0841) 

北九州市門司区西海岸

二丁目３番１ ３号 

北九州市門司区 



 

行
ゆく

橋
はし

警察署 
(〒824-0001) 

行橋市行事三丁目12番

１ 号 

行橋市 

京都郡の内 苅田町(小倉南警察署の管轄区域を除く区域)、みやこ町 

豊前
ぶぜん

警察署 
(〒828-0061) 

豊前市大字荒堀 535 番

地１  

豊前市 

築上郡 吉富町、上毛町、築上町 

飯塚
いいづか

警察署 
(〒820-0011) 

飯塚市柏の森 159 番地

26 

飯塚市 

嘉麻市の内 稲築才田、岩崎、漆生、鴨生、口春、平、山野 

嘉穂郡 桂川町 

  平成２２年４月１日より 

飯塚市 

嘉穂郡 桂川町 

 ※嘉麻市稲築才田、岩崎、漆生、鴨生、口春、平、山野を嘉麻警察署に移管 

上
かみ

嘉
か

穂
ほ

警察署 
(〒820-0302) 

嘉麻市大隈町 418 番地

３ 

嘉麻市の内 飯塚警察署の管轄区域を除く区域 

平成２２年４月１日より 

嘉
か

麻
ま

警察署 

 平成２２年４月１日より 

嘉麻市 

 ※嘉麻市稲築才田、岩崎、漆生、鴨生、口春、平、山野を飯塚警察署から移管 

直方
のおがた

警察署 
(〒822-0017) 

直方市殿町５番31号 

直方市 

鞍手郡 小竹町、鞍手町 

  平成２２年４月１日より 

直方市  

宮若市  

鞍手郡 小竹町、鞍手町 

 ※宮若警察署を統合 

田川
たがわ

警察署 
(〒826-0032) 

田川市平松町３番36号 

田川市 

田川郡の内 添田警察署の管轄区域を除く区域 

  平成２２年４月１日より 

田川市  

田川郡 香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 

 ※添田警察署を統合   

久留米
く る め

警察署 
(〒830-0003) 

久留米市東櫛原町 1002

番地２ 

久留米市の内 小郡警察署、うきは警察署及び城島警察署の管轄区

域を除く区域 

  平成２２年４月１日より 

久留米市（うきは警察署の管轄区域を除く） 

※ 城島警察署を統合 

※ 小郡警察署から、久留米市北野町を移管 

小郡
おごおり

警察署 
(〒838-0142) 

小郡市大板井 234 番地

１  

久留米市の内 北野町赤司、北野町石崎、北野町稲数、北野町今山、北野町大城、
北野町乙丸、北野町乙吉、北野町金島、北野町上弓削、北野町高良、北野町十郎丸、

北野町陣屋、北野町千代島、北野町塚島、北野町冨多、北野町鳥巣、北野町中、北

野町中川、北野町中島、北野町仁王丸、北野町守部、北野町八重亀 

小郡市 

三井郡 大刀洗町 

  平成２２年４月１日より 

小郡市  

三井郡 大刀洗町 

 ※ 久留米警察署へ、久留米市北野町を移管 



 
うきは警察署 (〒839-1321) 

うきは市吉井町 343 番

地３ 

久留米市の内 田主丸町秋成、田主丸町朝森、田主丸町石垣、田主丸町以真恵、
田主丸町恵利、田主丸町上原、田主丸町志塚島、田主丸町菅原、田主丸町鷹取、田

主丸町竹野、田主丸町田主丸、田主丸町地徳、田主丸町常盤、田主丸町豊城、田主

丸町中尾、田主丸町長栖、田主丸町野田、田主丸町殖木、田主丸町船越、田主丸町

牧、田主丸町益生田、田主丸町森部、田主丸町八幡、田主丸町吉本 

うきは市 

筑後
ち く ご

警察署 
(〒833-0031) 

筑後市大字山ノ井 338

番地 

筑後市 

  平成２２年４月１日より 

筑後市  

大川市  

三潴郡 大木町 

 ※大川警察署を統合 

八女
や め

警察署 
(〒834-0031) 

八女市本町465番地 

八女市の内 黒木警察署の管轄区域を除く区域 

八女郡  広川町 

  平成２２年４月１日より 

八女市  

八女郡 広川町 

 ※黒木警察署を統合 

柳
やな

川
がわ

警察署 
(〒832-0823) 

柳川市三橋町今古賀 53

番地１  

柳川市 

  平成２２年４月１日より 

柳川市  

みやま市 

※ 瀬高警察署を統合 

※ 大牟田警察署から、高田町を移管 

大牟田
お お む た

警察署 
(〒836-0843) 

大牟田市不知火町三丁

目８番地 

大牟田市 

みやま市の内 高田町今福、高田町岩津、高田町永治、高田町江浦、高田町江浦
町、高田町海津、高田町上楠田、高田町亀谷、高田町北新開、高田町黒崎開、高田

町下楠田、高田町昭和開、高田町竹飯、高田町田尻、高田町田浦、高田町徳島、高

田町濃施、高田町飯江、高田町原、高田町舞鶴、高田町南新開 

  平成２２年４月１日より 

大牟田市 

 ※ 高田町を柳川警察署に移管 

宮
みや

若
わか

警察署 
(〒823-0011) 

宮若市宮田20番地２ 

宮若市 

 

平成２２年４月１日より直方警察署へ統合 

 

添
そえ

田
だ

警察署 
(〒824-0601) 

田川郡添田町大字庄

1074番地の２ 

田川郡の内 添田町、大任町 

平成２２年４月１日より田川警察署へ統合 

 

 
 
 



 

黒木
く ろ き

警察署 
(〒834-1216) 

八女郡黒木町大字桑原

248番地１  

八女市の内 黒木町今、黒木町大淵、黒木町鹿子生、黒木町笠原、

黒木町北大淵、黒木町北木屋、黒木町黒木、黒木町桑原、黒木町木

屋、黒木町田代、黒木町田本、黒木町土窪、黒木町本分、黒木町湯

辺田、上陽町上横山、上陽町北川内、上陽町久木原、上陽町下横山、

星野村、矢部村北矢部及び矢部村矢部 

平成２２年４月１日より八女警察署へ統合 

 

城島
じょうじま

警察署 
(〒830-0205) 

久留米市城島町大依

371番地２ 

久留米市の内 城島町青木島、城島町芦塚、城島町浮島、城島町内野、城島町江

上、城島町江上上、城島町江上本、城島町江島、城島町大依、城島町上青木、城島

町下青木、城島町下田、城島町城島、城島町四郎丸、城島町楢津、城島町西青木、

城島町浜、城島町原中牟田、城島町六町原、三潴町生岩、三潴町壱町原、三潴町清

松、三潴町草場、三潴町高三潴、三潴町田川、三潴町玉満、三潴町西牟田、三潴町

早津崎、三潴町原田、三潴町福光 

平成２２年４月１日より久留米警察署へ統合 

 

大川
おおかわ

警察署 
(〒831-0028) 

大川市大字郷原 483 番

地２ 

大川市 

三潴郡 大木町 

平成２２年４月１日より筑後警察署へ統合 

 

瀬
せ

高
たか

警察署 
(〒835-0024) 

みやま市瀬高町下庄

501番地４ 

みやま市の内 大牟田警察署の管轄区域を除く区域 

平成２２年４月１日より柳川警察署へ統合 

 

 


